
介護老人保健施設サービス（入所）利用料一覧表

入所利用料（１日あたり）

要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５

多床室 ８６９円 ９２１円 ９７８円 １０３５円 １０９２円

個室 ８３７円 ８９３円 ９５１円 １００８円

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

食事標準負担額 ３００円 ３９０円 ６５０円 １９００円

負担なし ３２０円 ３２０円 ７００円

４９０円 ４９０円 １３１０円 １６４０円

加算利用料

初期加算 ３３円 １日につき

短期集中リハ加算 ２５７円 １日につき

２５７円

１２９円 １日につき

夜勤職員配置加算 ２６円 １日につき

１日につき

外泊時費用 ３８７円 １日につき

２５円 １日につき

栄養マネジメント加算 １５円 １日につき

経口移行加算 ３０円

経口維持加算Ⅰ ３０円 １日あたり

経口維持加算Ⅱ ６円

口腔機能維持管理加算 ３３円 １月につき

緊急時治療管理加算 ５３４円

介護老人保健施設　　池袋えびすの郷

７８4 円

食費・居住費　（※国が定める利用者負担限度額段階（第１～３段階）に該当する利用者等の負担額）

居住費　　　　　
　　（４人部屋）

居住費（個室）

入所日から３０日以内の期間は、介護報酬の１割
に３２円を加算します。

入所後３か月以内に短期集中でリハビリテーショ
ンを実施した場合に算定されます。

認知症短期集中リハ
実施加算

１日につき
（１週間に３日限度）

入所後３か月以内に軽度認知症の方に対して在
宅復帰に向けた生活機能の回復を目的として実
施した場合に算定されます。

若年性認知症入所者
受入加算

若年性認知症の入所者に対して介護保険施設
サービスを行った場合に算定されます。

厚生労働大臣が定める夜勤職員配置基準を満
たすため加算されます。

サービス提供体制強化加
算（Ⅰ）

13円
厚生労働大臣が定める職員配置基準を満たす
ため加算されます。

居宅における外泊を認めた場合に１ヶ月に６日を
限度に算定されます。

療養食(治療食)加算
厚生労働大臣が定める特別食を提供した場合に
加算されます。

入所者の栄養状態を適切に管理し、栄養ケアマ
ネジメントが実施するので加算されます。

１日あたり　　　　　　　
　　　　　　　

経管栄養の方を対象に、他職種による経口維持
計画を作成し、摂取に移行する栄養管理を行っ
た場合に加算されます。

著しい誤嚥が認められる方を対象に、他職種によ
る経口維持計画を作成し、摂取に移行する栄養
管理を行った場合に加算されます。

１日あたり　　　　　　　
　　（原則１８０日まで

）

誤嚥が認められる方を対象に、他職種による経
口維持計画を作成し、摂取に移行する栄養管理
を行った場合に加算されます。

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛
生士が介護職員に対する口腔ケアに係る技術的
助言及び指導を月１回以上行なう場合であって、
それに基づき入所者の口腔ケア・マネジメントに
係る計画が作成される場合に加算されます。

１日あたり　　　　　　　
（１ヶ月に３日限度）

入所中に、緊急時の治療管理を行った場合加算
されることがあります。



特定治療 やむを得ない事情により施設で行う医療行為に、診療報酬に準じて算定し加算されます。

退所前後訪問指導加算 ４９２円 １回につき

退所時指導加算 ４２８円

退所時情報提供加算 ５３４円 退所時１回限り

退所前連携加算 ５３４円 退所時１回限り

訪問看護指示加算 ３２１円 退所時１回限り

在宅復帰支援機能加算（Ⅰ） １７円

在宅復帰支援機能加算（Ⅱ） ６円

※上記の金額は１日又は１回、１月あたりの金額ですが、実際の清算時には端数処理により若干の金額の違いが

　　生じますのでご了承ください。

その他の日常生活費、及びサービスの利用料

費　　　　　目 金　　額 内容の説明

日用品費 １６０円

教養娯楽費 ２３０円

特別な室料

２４００円

３４５０円

３９７５円

５５５０円

電気代 ２１円

理美容代 １９００円～

私物洗濯サービス ５２５０円（税込）

多床室テレビ貸出 ３０００円（税込）

文書料料金表

文書名 料金（消費税含む）

一般診断書 ５２５０円

健康診断書（老人保健施設入所用等） ５２５０円

死亡診断書（１通目） ８４００円

死亡診断書（２通目） ４２００円

入所証明書 ５２５０円

入所中や退所後に、施設職員の訪問指導を受け
た際に算定されます。

退所時１回限り
試行的退所時は

月１回限度

入所期間が１ヶ月を超える方が退所され、居宅及
び社会福祉施設等で生活される場合に算定され
ます。

入所期間が１ヶ月を超える方が退所され、居宅及
び社会福祉施設等で生活される場合に算定され
ます。

入所期間が１ヶ月を超える方の退所に先立って、
介護支援専門員と連携して退所後の在宅サービ
スの利用上必要な調整を行なった場合に、退所
日に算定されます。

施設退所後に訪問看護を受けられる方でそのた
めの訪問看護指示書を施設の医師が交付した場
合に算定されます。

1日につき
厚生労働大臣が定める在宅復帰支援実績を満
たす時に加算されます。

1日につき
厚生労働大臣が定める在宅復帰支援実績を満
たす時に加算されます。

利用者が個人として使用するタオル、バスタオル、オシボリなど、
必要なものを算定します。

利用者が行う書道、手芸、工作、陶芸、カラオケ等、教養娯楽の
ために要する実費として算定します。

個室 A

各室の面積、室内トイレ等の有無により、室料の違いがあります。
（消費税を含む）

個室 B

個室 C

個室 D

電気毛布、酸素濃縮器など個別に電気製品などを使用されると
きにご負担いただきます。（消費税含む）

ご希望により施設内で出張による調髪を受けられた方に実費とし
てご負担いただきます。

施設出入りの業者との直接契約となります。
１月単位での契約となります。

１月単位の料金です。月途中での使用開始、使用終了は日額
100円となります。



介護老人保健施設サービス（短期入所）利用料一覧表

短期入所利用料（１日あたり）

要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護５

多床室 ９０３円 ９５５円 １０１２円 １０７０円 １１２６円

個室 ７９７円 ８５０円 ９０６円 ９６４円 １０２０円

食費・居住費　

　※国が定める利用者負担限度額段階（第１～３段階）に該当する利用者等の負担額

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

食事標準負担額 ３００円 ３９０円 ６５０円 １９００円

負担なし ３２０円 ３２０円 ７００円

４９０円 ４９０円 １３１０円 １６４０円

　※食費の内訳は、朝食４６０円・昼食６５０円・おやつ１２０円・夕食６７０円となります。

加算利用料

送迎加算 １９７円 片道につき

夜勤職員配置加算 ２６円

３３円

２５７円 １日につき

介護老人保健施設　　池袋えびすの郷

滞在費　　　　　
　　（４人部屋）

滞在費（個室）

送迎をご希望の場合、片道につき１回当たり
の利用料金として加算されます。範囲につ
いては往復３０分程度の距離とします。

1日につき
厚生労働大臣が定める夜勤職員配置基準
を満たすため加算されます。

サービス提供体制強化加
算（Ⅰ）

13円 1日につき
厚生労働大臣が定める職員配置基準を満た
すため加算されます。

リハビリテーション
機能強化加算

1日につき
厚生労働大臣が定める基準に適合し、都道
府県知事に届出を行なっているため加算さ
れます。

個別リハビリテーション
実施加算

利用期間中に個別リハビリテーションを実施
した場合に加算されます。



１２９円

緊急時治療管理 ５３４円

特定治療 やむを得ない事情により施設で行う医療行為に、診療報酬に準じて算定し加算されます｡

その他の日常生活費、及びサービスの利用料

費　　　　　目 金　　額 内容の説明

日用品費 １６０円

教養娯楽費 ２３０円

特別な室料

２４００円

３４５０円

３９７５円

５５５０円

電気代 ２１円

理美容代 １９００円～

多床室テレビ貸出　　 １００円（日額）

※なお、お洗濯につきましては、当施設では原則、ご家族関係者様にてお願いいたしております。

　 特別なご事情のおありの方につきましては、以下のサービスについてご相談お受けいたしております｡

私物洗濯サービス ５２５０円（税込）

※上記の金額は特に示すものを除き１日あたりの金額ですが、実際の清算時には端数処理により若干の金額の

　違いが生じますのでご了承ください｡注）消費税が加算される利用料もあります。

若年性認知症入所者
受入加算

1日につき
若年性認知症の入所者に対して介護保険
施設サービスを行った場合に算定されます。

療養食(治療食)加算 25円 1日につき
厚生労働大臣が定める特別食を提供した場
合に加算されることがあります。

1日あたり　　　　　　　　
　（月3日限度）

短期入所中に、緊急の治療を行った場合に
加算されることがあります｡

利用者が個人として使用するタオル、バスタオル、オシボリな
ど、必要なものを算定します。

利用者が行う書道、手芸、工作、陶芸、カラオケ等、教養娯楽
のために要する実費として算定します。

個室 A

各室の面積、室内トイレ等の有無により、室料の違いがありま
す。  （消費税を含む）

個室 B

個室 C

個室 D

電気毛布、酸素濃縮器など個別に電気製品などを使用され
るときにご負担いただきます。（消費税含む）

ご希望により施設内で出張による調髪を受けられた方に実費
としてご負担いただきます。

ご希望によりテレビの貸出を利用された場合、ご負担いただき
ます。

施設出入りの業者との直接契約となります。
※入所利用者用サービスのため契約が１ヶ月単位となってお
りますので、短期間のご利用にはお勧めいたしません。



介護老人保健施設サービス（介護予防短期入所療養介護）利用料一覧表

（契約書別紙）

介護予防短期入所利用料（１日あたり）

要支援１ 要支援２

多床室 ６７４円 ８３９円

従来型個室 ６１１円 ７６１円

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

食事標準負担額 ３００円 ３９０円 ６５０円 １９００円

負担なし ３２０円 ３２０円 ７００円

滞在費（個室） ４９０円 ４９０円 １３１０円 １６４０円

※食費の内訳は、朝食４６０円・昼食６５０円・おやつ１２０円・夕食６７０円となります。

加算利用料

送迎加算 １９７円 片道につき

夜勤職員配置加算 ２６円 １日につき

１日につき

３３円 １日につき

介護老人保健施設　　池袋えびすの郷

滞在費　　　　　
　　（４人部屋）

送迎をご希望の場合、片道につき１回当たり
の利用料金として加算されます。範囲につ
いては往復３０分程度の距離とします。

厚生労働大臣が定める夜勤職員配置基準
を満たすため加算されます。

サービス提供体制強化加
算

（Ⅰ）
13円

厚生労働大臣が定める職員配置基準を満た
すため加算されます。

リハビリテーション機能
強化加算

厚生労働大臣が定める基準に適合し、都道
府県知事に届出を行なっているため加算さ
れます。



２５７円 １日につき

１２９円 １日につき

緊急時治療管理 ５３４円

特定治療 やむを得ない事情により施設で行う医療行為に、診療報酬に準じて算定し加算されます｡

その他の日常生活費、及びサービスの利用料

費　　　　　目 金　　額 内容の説明

日用品費 １６０円

教養娯楽費 ２３０円

特別な室料

２４００円

３４５０円

３９７５円

５５５０円

電気代 ２１円

理美容代 １９００円～

多床室テレビ貸出　 １００円（日額）

※原則としてご家族関係者の方に洗濯をお願いいたします。

　特別なご事情のおありの方につきましては、以下のサービスについてご相談お受けいたしております｡

私物洗濯サービス ５２５０円（税込）

個別リハビリテーション
実施加算

利用期間中に個別リハビリテーションを実施
した場合に加算されます。

若年性認知症入所者
受入加算

若年性認知症の利用者に対して介護保険
施設サービスを行った場合に算定されます。

療養食(治療食) 25円 1日あたり
厚生労働大臣が定める特別食を提供した場
合に加算されることがあります

1日あたり　　　　　　　　
　（月3日限度）

介護予防短期入所中に、緊急の治療を行っ
た場合に加算されることがあります｡

利用者が個人として使用するタオル、バスタオル、オシボリな
ど、必要なものを算定します。

利用者が行う書道、手芸、工作、陶芸、カラオケ等、教養娯楽
のために要する実費として算定します。

個室 A

各室の面積、室内トイレ等の有無により、室料の違いがありま
す。（消費税を含む）

個室 B

個室 C

個室 D

電気毛布、酸素濃縮器など個別に電気製品などを使用され
るときにご負担いただきます。（消費税含む）

ご希望により施設内で出張による調髪を受けられた方に実費
としてご負担いただきます。

ご希望によりテレビの貸出を利用された場合、ご負担いただき
ます。

施設出入りの業者との直接契約となります。
※入所利用者用サービスのため契約が１ヶ月単位となってお
りますので、短期間のご利用にはお勧めいたしません。



介護老人保健施設サービス（通所）利用料一覧表

通所リハビリ利用料（１日あたり）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

介護保険施設サービス費 ７４６円 ９１２円 １０７８円 １２４５円 １４１２円

食　　費 ６５０円

合　　計 １３９６円 １５６２円 １７２８円 １８９５円 ２０６２円

加算利用料

入浴介助加算 ５５円 １日につき

１３円 １日につき

２５０円 １月につき

短期集中リハ加算１ ３０４円 １日につき

短期集中リハ加算２ １５２円 １日につき

個別リハビリ加算 ８７円

２６０円

介護老人保健施設　　池袋えびすの郷

一般入浴または機械入浴をされた場合、１
回あたりに加算されます。

サービス提供体制強化加算
（Ⅰ）

厚生労働大臣が定める職員配置基準を満
たすため加算されます。

リハビリテーション
・マネジメント加算

個別リハ実施計画をたて実施するとともに、
介護支援専門員を通して、居宅サービス事
業所に対して、日常生活上の留意点、介
護の工夫等の情報の伝達を行うなど多職種
協働の推進を行った場合に加算されます。

退院・退所後又は初めて要介護認定を受
けた後１ヶ月以内に、早期に在宅における
日常生活活動の自立性を向上させるため、
短期集中的に、リハビリを実施した場合に
加算されます。

退院・退所後又は初めて要介護認定を受
けた後１ヶ月超３月以内に、早期に在宅に
おける日常生活活動の自立性を向上させ
るため、短期集中的に、リハビリを実施した
場合に加算されます。

１日につき
（月１３回限度）

退院・退所後又は初めて要介護認定を受
けた後３ヶ月超で、早期に在宅における日
常生活活動の自立性を向上させるため、個
別にリハビリを実施した場合に加算されま
す。

認知症短期集中
リハビリテーション実施加算

１日につき
（週２日限度）

認知症であると医師が判断した者であって
、リハビリテーションによって生活機能の改
善が見込まれると判断された者に対して、
医師又は医師の指示を受けた理学療法士
、作業療法士若しくは言語聴覚士がその退
院（所）日又は通所開始日から起算して３ヶ
月以内の期間に集中的なリハビリテーショ
ンを個別に行なった場合に算定されます。



６５円

栄養改善加算 １６３円

口腔機能向上加算 １６３円

オムツ代

その他の日常生活費、及びサービスの利用料

費　　　　　目 金　　額 内容の説明

日用品費 １２０円

教養娯楽費 ２３０円

理美容代 １９００円～

　　※上記の金額は１日あたりの金額ですが、実際の清算時には端数処理により若干の金額の違いが

　　　 生じますのでご了承ください｡

　　注）消費税が加算される利用料もあります。

若年性認知症利用者
受入加算

1日につき
若年性認知症の入所者に対して介護保険
施設サービスを行った場合に算定されます
。

月２回限度　　　　　　
　　　　　　　　　　（原則

３ヶ月）

低栄養状態にある者又はそのおそれのある
利用者に対し、管理栄養士が看護介護職
員と共同して栄養ケア計画を作成し、これ
に基づく適切なサービスの実施、定期的な
評価と計画の見直し等の一連のプロセスを
実施した場合に加算されます。

月２回限度　　　　　　
　　　　　　　　　（原則３

ヶ月）

口腔機能の低下している者又はそのおそ
れのある利用者に対し、歯科衛生士等が口
腔機能改善のための計画を作成し、これに
基づく適切なサービスの実施、定期的な評
価と計画の見直し等の一連のプロセスを実
施した場合に加算されます。

オムツ代は実費として負担していただきま
す。（廃棄代含む）

利用者が個人として使用するタオル、バスタオル、オシボリなど、
必要なものを算定します。

利用者が行う書道、手芸、工作、陶芸、カラオケ等、教養娯楽の
ために要する実費として算定します。

ご希望により施設内で出張による調髪を受けられた方に実費とし
てご負担いただきます。

(09/04/01作成）



介護老人保健施設サービス（介護予防通所リハビリテーション）利用料一覧表

介護予防通所リハビリ利用料（各回半日プログラムで１月あたり）

要支援１ 要支援２

２７０４円 ５２８６円 １月につき

加算利用料

運動器機能向上加算 ２４４円 １月につき

栄養改善加算 １６３円 １月につき

口腔機能向上加算 １６３円 １月につき

２６０円 １月につき

５２円 １月につき

１０４円 １月につき

オムツ代

その他の日常生活費、及びサービスの利用料

費　　　　　目 金　　額 内容の説明

日用品費 １２０円

教養娯楽費 ２３０円

理美容代 １９００円～

　　※上記の金額は１日あたりの金額ですが、実際の清算時には端数処理により若干の金額の違いが

　　　 生じますのでご了承ください｡注）消費税が加算される利用料もあります。

　　

介護老人保健施設　　池袋えびすの郷

介護保険施設サービス
費

理学療法士を中心に、看護・介護職員等
が共同して利用者の運動器機能向上に
係る個別の計画を作成し、これに基づく
適切なサービスの実施、定期的な評価と
計画の見直し等の一連のプロセスを実施
した場合に加算されます。

低栄養状態にある又はそのおそれのある
方に対し、管理栄養士等が看護・介護職
員等と共同して栄養ケア計画を作成し、こ
れに基づく適切なサービスの実施、定期
的な評価と計画の見直し等の一連のプロ
セスを実施した場合に加算されます。

口腔機能の低下している又はそのおそれ
のある方に対し、歯科衛生士等が口腔機
能改善のための計画を作成し、これに基
づく適切なサービスの実施、定期的な評
価と計画の見直し等の一連のプロセスを
実施した場合に加算されます。

若年性認知症利用者
受入加算

若年性認知症の利用者に対して介護保
険施設サービスを行った場合に算定され
ます。

サービス提供体制強化
加算（Ⅰ）要支援1

厚生労働大臣が定める職員配置基準を
満たすため加算されます。

サービス提供体制強化
加算（Ⅰ）要支援2

厚生労働大臣が定める職員配置基準を
満たすため加算されます。

オムツ代は実費として負担していただきま
す。（廃棄代含む）

利用者が個人として使用するタオル、バスタオル、オシボリなど
、必要なものを算定します。

利用者が行う書道、手芸、工作、陶芸、カラオケ等、教養娯楽
のために要する実費として算定します。

ご希望により施設内で出張による調髪を受けられた方に実費と
してご負担いただきます。

（09/04/01作成）


